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令和７年度第４回 「自動車運送事業安全対策検討会」

令和７年度及び今後の取組について
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世界に誇る安全な輸送サービスの提供を実現するために、行政・事業者・利用者の ‘安全トライアングル’により、総力を挙げて事故の

削減に取り組むべく、第11次交通安全基本計画と期間を合わせた事業用自動車の安全プランを策定。

○依然として発生する飲酒運転、健康起因事故等への対策、先進技術の開発・普及を踏まえた対策、超高齢社会におけるユニバー

サルサービス連携強化を踏まえた事故防止対策

○新型コロナウィルス感染症拡大、激甚化・頻発化する災害等に対し、新たな日常への移行に伴う事業環境変化における安全対策

○重傷者数に対する削減目標とともに、業態毎に一層の事故削減を図るため、各業態の特徴的な事故に対する削減目標を設定

ポイント

【重点施策】

2. 抜本的対策による飲酒運転、迷惑運転等悪質な法令違反の根絶2. 抜本的対策による飲酒運転、迷惑運転等悪質な法令違反の根絶

6. 道路交通環境の改善6. 道路交通環境の改善3. ICT、自動運転等新技術の開発・普及推進3. ICT、自動運転等新技術の開発・普及推進

1. 「新たな日常」における安全・安心な輸送サービスの実現1. 「新たな日常」における安全・安心な輸送サービスの実現

5. 原因分析に基づく事故防止対策の立案と関係者の連携による安全体質の強化5. 原因分析に基づく事故防止対策の立案と関係者の連携による安全体質の強化

4. 超高齢社会におけるユニバーサルサービス連携強化を踏まえた事故の防止対策4. 超高齢社会におけるユニバーサルサービス連携強化を踏まえた事故の防止対策

・新型コロナウィルス感染症拡大に伴う運送労働環境の変化と付帯作業の増加への対応
・激甚化・頻発化する災害への対応 等

・飲酒運転事故件数の近年の下げ止まりへの対応
・社会的関心の高まる「あおり運転」への対応 等

・ICTを活用した高度な運行管理の実現
・無人自動運転サービスに向けた安全確保 等

・依然として多発する乗合バスの車内事故への対応
・高齢運転者事故への対応 等

・各業態の特徴的な事故への対応
・健康に起因する事故の増加への対応 等

・高速道路から生活道路に至る道路ネットワークを体系的に整備し、道路の適切な機能分化
 を推進する 等

【事故削減目標】

①24時間死者数225人以下、バス、タクシーの乗客死者数ゼロ

②重傷者数2,120人以下

③人身事故件数16,500件以下

④飲酒運転ゼロ

＜全体目標＞ ＜各業態の個別目標＞

【乗合バス】 車内事故件数85件以下

【貸切バス】 乗客負傷事故件数20件以下

【タクシー】 出会い頭衝突事故件数950件以下

【トラック】 追突事故件数3,350件以下

事業用自動車総合安全プラン2025[計画期間：令和３～７年度]
～安全トライアングルの定着と新たな日常における安全確保～
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自動車運送事業安全対策検討会関係の取組

・運行管理の高度化
・乗合バスの車内事故防止
・健康起因事故防止
・飲酒運転事故防止
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業務後

業務前

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

実証実験

実証実験

実証実験

実証実験

先行実施

実証実験 本格運用

本格運用

本格運用

営業所・車庫に限定

営業所・車庫に限定

実証実験

被実施場所の拡大(待合所や宿泊地)

被実施場所の拡大(待合所や宿泊地)

先行実施

ＩＣＴの活用による運行管理業務の高度化のシナリオ
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被集約営業所に選任されている運行管理者の
集約営業所における選任可否についての検討

令和８年度～

本格運用

制度改正

制度改正

被実施場所は同一事業者内と同じ

被実施場所は業務後自動点呼と同じ

本格運用

同一

事業者内

事業者を

跨いだ

運行中の運行指示の一元化の実証から始まり、
運行管理業務全体の一元化の実証を実施 実証実験

将来的な実施を見据え、
業態跨ぎ･事業者間の
ニーズ調査等を実施



ＩＣＴの活用による運行管理の高度化の取組

⚫ 運行管理高度化WGにおいて、事業者間遠隔点呼、業務前自動点呼の要件のとりまとめを行い制度化。
また、軽貨物についても遠隔点呼、自動点呼が実施可能となるようにした。

⚫ 運行管理業務を同一事業者内の一の営業所に集約し、遠隔で運行管理業務が行えるようにする運行管
理の業務の一元化について、運行管理者の選任数緩和に係る実証実験を実施中。

運転者の状況・
申告

受託先運行管理者の対応 委託元運行管理者の対応 機器の対応 運行管理者の対応

異常なし 乗務可判断 なし（点呼の実施状況について適
宜確認)

乗務可判断 なし（点呼の実施状況について適
宜確認)

アルコール検知有
車両異常有

委託元運行管理者に連絡 ・運転者との連絡
・交替運転者の手配 等

乗務不可判断(自動点呼終了)
→運行管理者に通知

・運転者との連絡
・交替運転者の手配 等

健康状態等の異
常等有

委託元運行管理者に連絡 ・運転者との連絡
・乗務可否判断    等
→可の場合：委託元運行管理
者にて点呼を継続

→不可の場合：交替運転者の
手配等の措置

自動点呼中断
→運行管理者に通知

・運転者との連絡
・乗務可否判断
→可の場合：自動点呼の再開
→不可の場合：交替運転者の手
配等の措置

事業者間
遠隔点呼

A社運転者
A社

運行管理者

B社

運行管理者

委託元

受託先

A社/B社で

管理の受委託契約し、

事前に必要事項を

情報共有

点

呼

運転者自動点呼機器

運行管理者

事前に点呼情報

入力

業務前
自動点呼

【令和７年度の取組】
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表紙 ICTを活用した点呼制度について 遠隔点呼について
(P2-P6)

自動点呼について
(P7-P11)

遠隔点呼･自動点呼解説パンフレットについて

遠隔点呼･自動点呼に関して、各点呼制度の概要や違い、実施に係る要件や必要な機器、実施に係る申請方

法等をイラスト等をいれて解説するパンフレットを作成（令和７年11月）

各事業者の実情に合わせた、遠隔点呼･自動点呼の導入検討に活用いただき、さらなる普及促進を図る

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001970917.pdf

遠隔点呼・自動点呼制度に関する解説パンフレット

【掲載先リンク】

【令和７年度の取組】
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【参考】遠隔点呼機器・自動点呼機器について

遠隔点呼機器の構成例

※体温計、血圧計は事業者により選択可能

（遠隔点呼は要件に合致する機器を使用すること等を届出することで実施可能）

自動点呼機器の構成例 （自動点呼は国交省の認定を受けた機器を使用すること等を届出することで実施可能）

業務前自動点呼機器
業務前自動点呼機器

令和８年１月末時点で業務前自動点呼機器16機種、業務後自動点呼機器24機種について認定済み
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【参考】遠隔点呼･自動点呼 届出件数

1131 2226 1754 5111

846

179

632

551

53

トラック(軽除く）

軽貨物

乗合

貸切

乗用

特定旅客

同一事業者内遠隔点呼 届出件数

R5 R6 R7(3四半期まで）

860 1519 2463 4842

299

142

818

383

68

トラック(軽除く）

軽貨物

乗合

貸切

乗用

特定旅客

業務後自動点呼 届出件数

R5 R6 R7(3四半期まで）

159

1

1

36

トラック(軽除く）

乗合

貸切

乗用

事業者間遠隔点呼 届出件数

R7(3四半期まで）

2950

7

38

246

51

21

トラック(軽除く）

軽貨物

乗合

貸切

乗用

特定旅客

業務前自動点呼 届出件数

R7(3四半期まで）

⚫特にトラック（軽除く）において、活用が進んでいる状況である。



9

令和８年度以降の取組（案）について

⚫ ＩＣＴを活用した点呼制度のさらなる活用促進に係る周知・啓発

⚫ 運行管理業務の一元化のさらなる検討

・現制度の導入活用事例を業態別、事業規模別に収集し、事例集の作成・公開等

事業者の実施状況の調査を継続的に実施し、

運行管理業務の一元化における運行管理者選任数に係る実証を継続し制度化に向け検討

→ニーズを踏まえながら、制度のさらなる改善を図っていく。

⚫ 運行中も含めた一元的な運行管理の高度化の普及検討

・運送事業者向けの遠隔点呼・自動点呼実施に係るよくある質問をまとめたFAQ集の作成・公表等

を行っていく。

デジタル式運行記録計等による運行中の運転者の運転挙動や、運転者の健康状態など、

運行中を含めた一元的な運行管理の高度化を普及させていくための方策について検討していく。
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⚫車内事故防止啓発のため、以下を実施。

➢バスターミナル（川崎、北千住など首都圏７か所）において、啓発広告を入れたポケットティッシュを配付
するとともに、タブレットを用いて啓発動画の紹介をするなど、「安全なバスの乗り方」について、利用者
への周知・ご協力の依頼。

➢また、全国約30を超えるバス事業者協力のもと、バス車内や総合案内版、待合室のデジタルサイネージ
用いて啓発動画を放映し、利用者への啓発を実施。

乗合バスの車内事故防止の取組

ポケットティッシュ 15000個 配付

バスターミナルでの啓発活動 バス事業者によるサイネージを活用した啓発活動

タブレット用いた動画での啓発

車内のデジタルサイネージを活用 車内のデジタルサイネージを活用

バスターミナルの総合案内版を活用 待合所の案内版を活用

【令和７年度の取組】
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⚫乗合バスの利用者に向けた事故防止の周知啓発のため、著名人による乗合バス車内事故防止啓発アナ
ウンスを作成。

⚫来年度以降、全国の乗合バスの自動アナウンスで活用いただく予定。（1年間の利用限定）

乗合バスの車内事故防止の取組

【令和７年度の取組】

【令和８年度以降の取組方針】

・幅広い世代に親しみのある落語家・林家たい平さんを起用
・利用者の方のご協力をお願いする全７パターンのアナウンスを準備

車内事故を減少させるため、運転者、利用者、交通参加者の行動変容を促す取組を継続的に実
施。発進時の車内事故が多い（約4割)ことから、発進時の対策に重点的に取り組み、事故削減に
取り組んでいく。
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健康起因事故防止の取組

⚫ 眼科検診普及に向けたモデル事業のとりまとめを実施している。（ワーキンググループを3月開催予定）

⚫ 今後とりまとめた結果をマニュアルに折り込む等し、眼科検診のさらなる普及促進に向けて取り組んでいく。

眼科検診受診者の追跡結果概要

眼科検診受診者2,367名の内、59名（2.5%)の方に精密検査の
結果、何らかの視野障害の異常所見が認められた。

【令和７年度の取組】
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○スクリーニング検査に対する補助制度

中小のバス・タクシー・トラック事業者
実施費用の１／２
ＳＡＳ、脳血管疾患、心疾患、視野障害のスクリーニング検査

→ 主要疾患を未病段階で発見し治療に繋げることで、健康起因による事故防止を図る。

【補助対象】
【 補 助 率 】
【対象検査】

被害者保護増進等事業費補助金HP

https://hogo-zoushin.jp/

⚫ 国交省が受診を推奨する主要疾患に対するスクリーニング検査について、受診を促すために補助事業を
令和７年度より開始。

⚫ 来年度以降も継続に向けて予算要求中。

【令和７年度の取組】

健康起因事故防止の取組



⚫ より多くの自動車運送事業者に睡眠時無呼吸症候群(ＳＡＳ)対策についてご理解いただくため、ポイントを絞った簡易版ＳＡＳ
マニュアルを作成

⚫ あわせて、ＳＡＳマニュアルについて、時点の更新を行うとともに、記載内容の改善・追加や、ＳＡＳに起因すると疑われる交
通事故等事例の追加を実施

⚫ 業界団体やセミナーを通じて周知を実施

ＳＡＳの基本知識、スクリーニング検査等について記載 ＳＡＳの疑いがある運転者への対応等について記載

14

【令和７年度の取組】

【令和８年度以降の取組方針】

• これまで作成してきた各種マニュアルの内容見直しを行うとともに、これらの内容について、点
呼時や休憩中等に確認できるよう、簡易版やショート動画の拡充を進める。

• スクリーニング検査について引き続き補助事業を行い、受診を促していく。

健康起因事故防止の取組



15

飲酒運転事故防止の取組

プロドライバーの健康管理・労務管理の向上による事故防止、飲酒運転防止に関するセミナーの開催

動画リンク
(国交省youtube)

セミナーの
アーカイブ配信

【令和７年度の取組】

⚫ 令和8年2月に「プロドライバーの健康管理・労務管理の向上、飲酒運転防止による事故防止に関するセミ
ナー」を開催し、飲酒運転防止対策を含む各運送事業者の取組み等について紹介。

⚫ より多くの事業者・運転者に飲酒運転防止対策の取組を周知するため、令和6年に作成した「自動車運送
事業者における飲酒運転防止マニュアル」の概要版と概要動画を作成中（3月末公開予定）。

• 事業者の取組み状況についてのもっと知りたいとのお声があったため、事業者事例報告を例年より多くした
• すべての講演内容で9割を超える参加者から、業務への活用について「大いに活用できる」「一部活用できる」
とのお声を頂いた

【令和８年度以降の取組方針】

「人」に着目した対策が事業者に定着するよう、マニュアルに記載した内容を正しく理解し、事業
者の具体的な行動に繋がるよう、さらに周知を進める。飲酒運転防止セミナーについても引き続
き実施していく。
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自動車運送事業安全対策検討会関係以外の取組

・貸切バスの安全対策
・事業用自動車事故調査委員会
・デジタル式運行記録計の普及促進
・貨物軽自動車運送事業の安全対策
・国際海上コンテナの陸上運送に係る安全対策
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貸切バスの安全対策の取組

【令和７年度の取組】

⚫ 令和７年11月に第10回「軽井沢スキーバス事故対策フォローアップ会議」を開催し、事故から10年を迎え
るにあたり、これまでの振返りと今後の方針について議論し、今後の取組方針を決定。

⚫ 貸切バス運転者を対象とした外部研修を受講した際の、受講費用の補助制度を開始。

【令和８年度以降の取組方針】

⚫ 軽井沢バス事故から10年を機に、同事故のフォローアップを実施してきたフォローアップ会議に代えて、

貸切バス全体について情報共有・普及啓発の取組を議論するとともに、更なる安全対策の協議を行う場
として、次年度「貸切バス安全対策協議会（仮称）」を設置（年に一回程度開催）。同協議会の元に実務者
会合を設置し、具体的な議論を実施していく

⚫ 運転者向けの外部研修を来年度以降も継続して実施していく
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事業用自動車事故調査委員会の取組

⚫ 事業用自動車事故調査委員会発足から10年を迎えるにあたり、10年総括を実施（令和７年６月）

⚫ これまでの取組に係る課題を整理した上で、今後の委員会の在り方について方向性について取りまとめた。

【令和７年度の取組】
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事業用自動車事故調査委員会の取組

⚫ 事業用自動車の重大事故について事故要因の調査分析を行っている「事業用自動車事故調査委員会」
で、令和７年度（2月末時点）において３件の調査結果を公表。

事故発生日 概要 原因 再発防止策

貨物 令和５年
５月１６日

大型トラックが東北自動車道の第１車両
通行帯を走行中、故障のため 同通行帯
に停車していた大型貸切バスと同バスの
後方で故障対応して いた運転者及び乗
客２名に衝突した。この事故により大型貸
切バスの 運転者及び乗客２名が死亡し、
大型トラックの運転者が重傷を負った。

・トラックの前方不注視に加え
て、緊急停車後の後続車に
対する危険防止措置が不十
分であった
・事業者・運行管理者の指導
監督不足
等

・適切な労務管理の徹底
・運転者に対する指導監督の徹底

乗合バス 令和４年
１２月４日

福岡・東京間を２名乗務で運行する大型
乗合バスが、乗客17名を乗せて新東名高
速道路 の第３車線を走行中、同車両通行
帯を左方にそれ、第２車両通行帯を走行
していた大型トラックに 追突した。この事
故により、大型乗合バスの運転者及び乗
客６名が軽傷を負ったほか、大型トラック
の 運転者が軽傷を負った。

・体調不良及び速度超過が
影響し、適切なハンドル操作
ができず、車両通行帯をそれ
た 

・体調 不良時の具体的な対
応方法が明確でなかった
等

・適切な運行管理
・適切な指導監督

タクシー 令和４年
１２月２日

空車のタクシーが、大阪市淀川区の府道
41号線を十三方面に向け走行中、前を走
る乗合バス に追突。この事故により、タク
シーの運転者が死亡し、大型乗合バスの
運転者も軽傷を負った。 

・漫然運転による前方不注視
とペダルの踏み間違い及び
不適切なシートべルトの装着
・指導・監督体制の不備によ
る安全意識欠如
等

・適切な運行管理
・適切な指導監督

【令和７年度の取組】



事故調査に基づく安全啓発について

• 事業用自動車にかかわるプロドライバーや事業者など、より広く調査報告書の事故事例を周知し、 事故削減に

向けた安全意識の醸成を狙い、事故調査委員会でこれまでに調査報告書として公表した事故をもとにしたマン
ガ形式冊子を作成。（令和７年度に新たに３事例を追加。これまでに計９事例を公表。）

• また、事業用自動車事故調査委員会及び安全運行の要である運行管理者の認知度向上等を目的とした「１日
運行管理者」就任イベントを開催。

出典：事業用自動車事故調査委員会
公開ページ

へのリンク
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【令和７年度の取組】

【令和８年度以降の取組方針】

事業用自動車事故調査委員会１０年総括を踏まえ、「国の施策等との協調を意識した取り組みによる安全対策
の推進強化」「最新技術を活用した調査・分析能力の向上による調査結果の信頼性向上」「周知徹底と運行管理
者以外を含めた多用な主体による取り組みの強化・報告書の一層の活用」を図っていく。
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デジタル式運行記録計の普及促進の取組（トラック）

デジタコセミナーの開催デジタコ導入のメリット・事例紹介動画

動画リンク
(国交省youtube)

• 「物流革新に向けたデジタル式運行記録計の普及促進に関する検討会」にて設定したトラックにおけるデジタコ
の普及目標（2027年までに85%※)達成のため、デジタコ導入のメリット・事例紹介動画を作成するとともに、全国
５か所で普及に係るセミナーを開催。

• また、小規模事業者における補助金の補助率の引き上げを実施した。

【令和７年度の取組】

【令和８年度以降の取組方針】

• 引き続き、デジタコ装着意義の理解向上を図るためのセミナーを開催する等、装着率の向上の取組を推進
していく。

• 2027年まで、毎年トラック運送事業者及びデジタコメーカーに対して、フォローアップ調査を実施した上で、
義務化の要否等を検討予定。（令和７年のフォローアップは現在集計中）

※現行の運行記録計装着義務付け対象車両における目標
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貨物軽自動車運送事業の安全対策の取組

• 令和７年４月より、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を
改正する法律（令和６年法律第23号）に基づき、貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化。

• 「貨物軽自動車運送事業適正化協議会」において、貨物軽自動車運送事業者の適性診断の確実な受診履行
等についての課題について議論し、今後の取組について関係者で検討。

【令和７年度の取組】

【令和８年度以降の取組方針】

適性診断の受診をはじめとした安全対策の適切かつ確実な実施に向け、令和８年１月に開催した第５回貨物
軽自動車運送事業適正化協議会において提示した方針（上記）に沿って、元請事業者等、適性診断実施機関
及び国土交通省の３者が一体となった取組を進めていく。
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国際海上コンテナの陸上運送に係る安全対策の取組

• 国際海上コンテナの陸上運送における安全輸送について、「国際海上コンテナの陸上運送に係る安全対策
会議」（3月開催予定）や地方運輸局設置の「地方連絡会議」 （本年は関東、中部、北陸信越（勉強会）にて開催）
において安全対策の議論を継続

• 近年、外国人ドライバーの港湾への出入りも増えてきているとのご意見があったことから、令和６年度作成し
た、運転者向け安全輸送マニュアル動画の英訳版を作成中（3月公開予定）

【令和７年度の取組】

【令和８年度以降の取組方針】

• 国際海上コンテナの陸上運送における安全輸送ガイドライン及びマニュアルの周知が安全対策の要である
ことから、引き続き、幅広くガイドライン・マニュアルの周知を継続

• 必要に応じて周知に必要なアイテムの拡充を図っていく

運転者向けマニュアル動画版 英訳版マニュアル動画
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プラン2025で講じてきた主な安全対策

○ プラン２０２５の個別目標に係る事故と近年増加傾向の軽貨物事業者による事故を減少させる
にあたっての考え方と、それらに対応し、これまで講じてきた主な安全対策は以下のとおり。

事故を減少させるに
当たっての考え方

プラン2025期間中における主な安全対策

個別モードにおける取組(主な項目） 複数のモードにまたがる取組（主な項目）

飲酒運転に
よる事故

・点呼未実施等悪質事業者の排除

・出庫後に飲酒運転を行わさせない
対策の徹底

・アルコール・インターロックの補助事業（R4~）
・飲酒運転防止マニュアルの作成・周知（R6.3）
・飲酒運転に係る行政処分基準の強化(R6.10) 

【ハード対策】
・ASV、ドラレコ・デジタコ等の補助（H22

～）

・衝突被害軽減ブレーキの基準の強化
(R7.9) 

【運行管理の高度化】
・遠隔点呼の運用開始（R4.4～）
・業務後自動点呼の運用開始（R4.12

～）
・運行管理の一元化運用開始（R6.4～）
【健康起因事故対策】
・視野障害対策マニュアルの作成・周知

(R4.3)

・健康起因事故防止に係るスクリーニン
グ検査に対する支援(R7~)

【監査】

・事業者に対して各種対策の周知や、重
大事故惹起事業者、悪質事業者に対
する監査の実施

乗合バスに
おける車内
事故

・運転者による走行中の乗客の静止
の徹底
・走行中の乗客の静止の徹底

・車内事故防止のための啓発動画の作成・周知(R6.3) 

貸切バスによ
る乗客負傷
事故

・運行管理の強化
・運転技能の向上
・過労運転、健康起因事故防止
・乗客のシートベルト装着の徹底

・適切な運転操作等に係る指導・監督マニュアルの改正（R5.1）

・適切な運転操作や乗客のシートベルト装着の確認の徹底等を含め
た指導動画の作成(R6.3) 

・点呼記録の動画保存、デジタコによる運行記録の義務化（R6.4）

タクシーによ
る出会い頭
衝突事故

・運転者の二段階停止、交差点で徐
行の徹底
・交差点における車両接近の警報等
による運転のサポートの推進

・二段階停止の重要性を周知する動画の作成･周知(R7.3予定)

トラックによる
追突事故

・車間距離保持の徹底
・脇見・漫然運転の防止
・衝突被害軽減ブレーキの搭載等に
よる運転のサポートの推進
・過労運転、健康起因事故防止

・事業用自動車事故調査委員会のトラック追突事故事例を元にした、
追突事故防止の啓発マンガの作成･周知（R7.3)

・事業用自動車事故調査委員会のトラック追突事故事例を元にした、
追突事故防止の啓発動画の作成･周知（R7.7)

軽貨物事業
者による事故

・基本的な安全対策の徹底
・悪質な荷主等の是正

・貨物軽自動車安全管理者の選任の義務化等軽トラック事業者に対
する規制を強化(R7.4)

・トラック・物流Gメンによる悪質な荷主等の是正（R5.7～）
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